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食
品
表
示
に
つ
い
て

　

相
変
わ
ら
ず
食
品
に
関
す
る
不
祥
事

が
続
い
て
い
る
。
一
連
の
食
品
偽
装
騒

動
は
一
応
落
ち
着
い
た
様
相
を
呈
し
て

い
る
が
、
現
在
は
中
国
産
ギ
ョ
ウ
ザ
の

農
薬
混
入
事
件
が
世
間
を
に
ぎ
わ
し
て

い
る
。　

　

食
品
偽
装
事
件
は
本
来
あ
る
べ
き
姿

（
食
品
表
示
）
を
結
果
的
に
偽
装
し
た

事
件
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

今
回
、
食
品
表
示
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

１
．
食
品
表
示
と
は

　

食
品
表
示
の
最
も
基
本
的
な
も
の
は

『
食
品
成
分
表
』
で
、
我
が
国
に
お
い

て
常
用
さ
れ
て
い
る
食
品
に
つ
い
て
標

準
的
な
成
分
値
を
収
載
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

一
般
的
な
食
品
表
示
と
は
、
消
費
者

に
と
っ
て
の
す
べ
て
の
飲
食
料
品
の
品

質
を
、
判
断
し
選
択
す
る
上
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
品
質
表
示
基
準
で
あ
る
。

　

食
品
の
表
示
は
、
消
費
者
が
食
品
を

購
入
す
る
と
き
、
食
品
の
内
容
を
正
し

く
理
解
し
、
選
択
し
た
り
、
適
正
に
使

用
し
た
り
す
る
上
で
重
要
な
情
報
源
と

な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
食
品
が
い
つ
、
ど
こ
で
、

だ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
、
そ
の
内

容
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
か
等
は
、
消
費
者
等
そ
の
食
品
を
使

用
す
る
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
関
心
事

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
食
品
に
つ
い

て
の
責
任
の
所
在
を
明
確
に
し
、
飲
食

に
起
因
す
る
事
故
防
止
の
た
め
に
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。

２
．
食
品
表
示
に
関
す
る
法
律

　

食
品
表
示
は
複
雑
で
分
か
り
に
く
い

と
い
う
声
を
良
く
聞
く
。
そ
れ
は
食
品

表
示
を
規
定
す
る
法
律
が
複
数
あ
り
、

夫
々
が
食
品
表
示
の
基
準
を
定
め
て
お

り
、
そ
の
基
準
に
合
う
食
品
表
示
を
す

る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　

食
品
表
示
は
理
解
し
や
す
い
用
語
で

正
確
に
、
消
費
者
が
容
易
に
表
示
の
内

容
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の

表
示
が
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
な
い
よ
う

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

３
． 

食
品
衛
生
法
に
よ
る
食
品
表
示
基

準

　

食
品
衛
生
法
は
、
食
品
の
安
全
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
、
食
品
一
般
の
容
器

包
装
さ
れ
た
加
工
食
品
等
の
表
示
基
準

を
定
め
、
ま
た
虚
偽
・
誇
大
表
示
や
広

告
、
添
付
文
書
の
規
制
も
定
め
、
さ
ら

に
遺
伝
子
組
み
換
え
表
示
や
、
ア
レ
ル

ギ
ー
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
も
定
め

て
い
る
。

４
．
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
よ
る
品
質
表
示
基
準

　

日
本
農
林
規
格　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ　

Ａ

ｇ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ　

Ｓ
ｔ
ａ

ｎ
ｄ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
の
頭
文
字
で
『
農
林
物

資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
』の
制
度
を
あ
ら
わ
す
。

　

従
来
、
特
定
品
目
に
限
定
さ
れ
て
い

た
品
質
表
示
基
準
が
、
平
成
12
年
の
改

正
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
に
よ
り
、
対
象
が
生
鮮
食

品
、
加
工
食
品
全
般
に
拡
大
さ
れ
た
。

1
生
鮮
食
品
品
質
表
示
基
準

　

生
鮮
食
品
の
共
通
表
示
事
項
は
、
名

称
、
原
産
地
（
包
装
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
内
容
量
、
販
売
業
者
氏
名
住
所
を

食品表示に関する法律
法律等の名称 部門 表示等の主旨

食品衛生法 厚生労働省 飲食による衛生上の危害発生の防止

JAS法 農林水産省 原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費
者の選択に資する

景品表示法 公正取引委員会 虚偽、誇大な表示の禁止

計量法 経済産業省 適正な計量の確保、内容量等の表示

健康増進法 厚生労働省 健康及び体力の維持向上
健康の保持増進の効果等について虚偽誇大広告等の禁止
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　視　　点
記
入
）
で
あ
る
。

①
農
産
物

　

原
産
地
は
、
国
産
品
は
都
道
府
県
名

（
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て

い
る
地
名
可
）
で
あ
る
。

　

輸
入
品
は
、
原
産
国
名
（
一
般
に
知

ら
れ
て
い
る
地
名
可
）
で
あ
る
。

②
畜
産
物

　

原
産
地
は
、国
産
品
は
「
国
産
」（
主

た
る
飼
養
地
が
属
す
る
都
道
府
県
名
、

市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い

る
地
名
可
）
で
、
輸
入
品
は
、
原
産
国

名
（
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名
は
不

可
）
で
あ
る
。

③
水
産
物

　

原
産
地
は
、
国
産
品
は
水
域
名
又
は

地
域
名
（
養
殖
場
の
属
す
る
都
道
府
県

名
）
で
、
水
域
名
困
難
の
場
合
は
、
水

揚
げ
港
名
又
は
都
道
府
県
名
と
な
り
、

輸
入
品
は
原
産
国
名
（
水
域
名
の
併
記

可
）
で
あ
る
。

　

＊�

解
凍
物
、
養
殖
物
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
の
表
示
が
必
要
で
あ
る
。

④
表
示
の
方
法

　

小
売
販
売
業
者
は
容
器
包
装
の
見
や

す
い
箇
所
又
は
、
製
品
に
近
接
し
た
場

所
に
表
示
す
る
。

　

卸
、
中
卸
等
の
流
通
業
者
は
、
容
器

包
装
へ
の
表
示
の
ほ
か
、
送
り
状
や
納

品
書
等
に
表
示
し
て
も
よ
い
。

2
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準

　

製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
食
品
（
容
器

に
入
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。）
の
共
通
表
示
事
項
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　

但
し
、
飲
食
料
品
を
製
造
・
加
工
し
、

一
般
消
費
者
に
直
接
販
売
す
る
場
合
又

は
、
飲
食
店
等
で
直
接
飲
食
さ
せ
る
場

合
は
対
象
外
と
な
る
。

①
名
称
‥
一
般
的
な
名
称
を
記
載
。
品

名
・
種
類
別
等
で
あ
る
。�

②
原
材
料
名
‥
食
品
添
加
物
以
外
の
原

材
料
は
、
重
量
順
に
一
般
的
な
名
称
で

記
載
す
る
。
食
品
添
加
物
は
、
重
量
順

に
食
品
衛
生
法
に
従
い
記
載
す
る
。�

③
内
容
量
‥
固
形
物
に
充
填
液
分
を
加

え
る
場
合
は
固
形
量
等
と
表
示
す
る
。

④
賞
味
期
限
‥
品
質
が
急
速
に
変
化
し

や
す
い
場
合
は
消
費
期
限
を
記
載
す
る
。�

⑤
保
存
方
法
‥
温
度
等
、
常
温
保
存
の

場
合
は
省
略
で
き
る
。

⑥
製
造
業
者
等
氏
名
及
び
住
所
‥
加
工

者
・
販
売
者
氏
名
住
所
で
も
よ
い
（
輸

入
品
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
業
者
名
と
す

る
）。

　

＊�

輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、「
原
産
国

名
」
を
記
入
す
る
。�

⑦
表
示
の
方
法

　

容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に

表
示
す
る
。

⑧
様
式

　

次
の
よ
う
に
枠
で
囲
い
、
順
番
に
一

括
表
示
す
る
。分
割
表
示
し
て
も
よ
い
。�

�

５
．
食
品
の
期
限
表
示
に
つ
い
て

　

全
て
の
加
工
食
品
に
は
、
賞
味
期
限

又
は
消
費
期
限
の
ど
ち
ら
か
の
期
限
表

示
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。（
一
部
の
食

品
を
除
く
）

1
賞
味
期
限 Best-before 

　

お
い
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
で
こ
の
期
限
を
過
ぎ
て
も
、
す
ぐ
食

べ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　

定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た

場
合
に
、
期
待
さ
れ
る
す
べ
て
の
品
質

の
保
持
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月
日
を
い
う
。

　

た
だ
し
、
当
該
期
限
を
超
え
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
品
質
が
保
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
え
る

2
消
費
期
限 U

se-by date 

　

製
造
日
か
ら
概
ね
５
日
以
内
の
期
限

で
、
こ
れ
を
過
ぎ
た
ら
食
べ
な
い
方
が

安
全
で
あ
る
。
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ

り
保
存
し
た
場
合
に
、
腐
敗
、
変
敗
そ

の
他
の
品
質
の
劣
化
に
伴
い
、
安
全
性

を
欠
く
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月
日
を
い

う
。

　

食
品
偽
装
の
多
く
は
食
品
に
付
け
ら

れ
た
表
示
内
容
を
偽
っ
た
も
の
で
、
今

の
と
こ
ろ
人
の
命
に
か
か
わ
る
影
響
は

少
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
多
分
に
あ

り
、
食
品
関
連
事
業
者
は
、
食
品
表
示

に
関
し
て
、
今
迄
以
上
細
心
の
注
意
を

払
う
べ
き
で
あ
る
。

（
中
小
企
業
診
断
士　

布
施
光
義
）

表示名

名称 
原材料名 
原料原産地名 
内容量 
固形量 
内容総量 
賞味期限 
保存方法 
原産国名 
製造者

賞味期限と消費期限のイメージ

品質

安全に食べ
られる限界

↑
製造日

↑
消費期限

↑
賞味期限

保存日数

まだ食べられる早く悪くなるもの

劣化が比較的遅いもの

（出典　農水省　消費・安全）




